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今回は異動や新年度移行にむけて注意してほしいことをお知らせします。 
★住居手当関係 
①現在借家に居住している方は新居住地で住居手当を受給する際に、「契約解除 
証明書」又は「最終月の家賃領収書」を提出する必要がありますので、事務に 
様式をもらってください。 

②新住居の入居日は４／１にしてください。 
★扶養手当関係 
①扶養に入れている方の現況に変更があった場合（※進学や就職で収入を得るよ 
うになった、退職して収入が無くなった等）は扶養手当の支給要件を確認する 
必要がありますので、なるべく早めに事務に問い合わせてください。 

★赴任旅費関係 
①赴任旅費は旧在勤地から新在勤地への距離に応じて計算された額を支給します。 
そのため基本的には運送業者に係った費用を補償するといったものではないの  
でご注意ください。 

 
 

                                    令和７年３月号（Vol.５２） 

 

美郷町共同学校事務室よりお役立ち情報をお届けします                                       
 

新年度まで残りわずかとなりました！忙しい時期ですが、 
健康第一で頑張りましょう！ 
 

【異動書類のチェック】 

３月末の異動に向けて３校の事務員が

集まり、必要書類等の確認をしました。 

年度末でお忙しいかと思いますが、旅

行命令起票依頼書や年休処理簿の早期

申請にご協力をお願いします。 

 

季節の花を楽しみましょう♪ 

暖かくなり、さまざまな植物が蕾から花を

咲かせています。花粉症がつらい季節ですが、

学校周りの花や木々に目を向けてみてはいか

がでしょうか(^O^) SNSやニュースでは、国

内外問わず珍しい花や風景の写真を見ること

ができるかもしれません。忙しい時期ですが、

リフレッシュすることも忘れずに頑張りまし

ょう！ 

 

美郷 School 
Support 

今年度最後の掲載です♬ 

今年度も一年間お読みくださり、誠に有難う

ございました♪ 

来年も、どうぞよろしくお願いいたします！ 

 

←北郷黒木小学校跡地付近(室長撮影) 


